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別紙第２ 

勧    告 

 

次の事項を実現するため、「一般職の職員の給与に関する条例」、「一般職に属する

学校職員の給与に関する条例」を改正することを勧告する。 

 

第１ 医師等の給与改定のための「一般職の職員の給与に関する条例」の改正 

   初任給調整手当について、医療職給料表（一）の適用を受ける医師及び歯科医師

並びに医療職給料表（一）以外の給料表の適用を受ける医師及び歯科医師で、医学

又は歯学に関する専門的知識を必要とする職にあるものに対する支給月額の限度を

４１４，３００円とすること。 

 

第２ 給与制度の見直しのための「一般職の職員の給与に関する条例」及び「一

般職に属する学校職員の給与に関する条例」の改正 

 １ 扶養手当 

(1) 配偶者に係る手当の月額を６，５００円（行政職給料表の適用を受ける職員でその

職務の等級が８級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその

職務の等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員（(2)におい

て「特定職員」という。）にあっては、３，５００円）とし、子に係る手当の月額（扶

養親族たる子のうちに満１５歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳に達す

る日以後の最初の３月３１日までの間にある子がいる場合にあっては、一般職の職

員の給与に関する条例第９条第５項又は一般職に属する学校職員の給与に関する

条例第１１条第５項の規定により加算される前の額）を１人につき１０，０００円とす

ること。 

(2) 特定職員に対して支給する配偶者及び子以外の扶養親族に係る手当の月額を 

１人につき３，５００円とすること。 

  (3) 職員に配偶者がない場合の扶養親族１人に係る手当の月額を１１，０００円とする

取扱いを廃止すること。 

(4) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が９級であるもの及び同表
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以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の等級がこれに相当するものとし

て人事委員会規則で定める職員に対しては扶養手当（子に係る手当を除く。）を支

給しないこととすること。 

 

２ 通勤手当 

(1) 交通機関等利用者については、１箇月当たりの運賃等相当額の全額支給の限度

額を７０，０００円とすること。 

(2) 自動車等使用者に対する加算の限度額を月額５２，５００円とすること。 

(3) 交通機関等と自動車等を併用する者については、１箇月当たりの運賃等相当額

及び自動車等使用額の合計額の全額支給の限度額を７０，０００円とすること。 

 

第３ 改定の実施時期等 

 １ 改定の実施時期 

この改定は、平成３０年４月１日から実施すること。ただし、第１については平成

２９年４月１日から実施すること。 

 

 ２ 扶養手当の月額等の特例措置 

  (1) 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間における扶養手当の月額等

については、第２の１の(1)中「６，５００円（行政職給料表の適用を受ける職員で

その職務の等級が８級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で

その職務の等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員（(2)

において「特定職員」という。）にあっては、３，５００円）」とあるのは「１０，０００円」

と、「１０，０００円」とあるのは「８，５００円」とし、第２の１の(2)中「３，５００円」

とあるのは「６，５００円」とし、第２の１の(3)中「１１，０００円とする取扱いを廃止

する」とあるのは「子にあっては１０，０００円（子以外の扶養親族がない場合に限

る。）とし、子以外の扶養親族にあっては９，０００円とする」とし、第２の１の(4)

中「職員に対しては扶養手当（子に係る手当を除く。）を支給しないこと」とあ

るのは「職員に対して支給する配偶者及び子以外の扶養親族に係る手当の月額を

１人につき６，５００円」とすること。 



- 19 - 

    (2) 平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までの間における扶養手当の月額等

については、第２の１の(1)中「６，５００円（行政職給料表の適用を受ける職員で

その職務の等級が８級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で

その職務の等級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員（(2)に

おいて「特定職員」という。）にあっては、３，５００円）」とあるのは「６，５００円」

とし、第２の１の(2)中「３，５００円」とあるのは「６，５００円」とし、第２の１の

(4)中「職員に対しては扶養手当（子に係る手当を除く。）を支給しないこと」と

あるのは「職員に対して支給する配偶者及び子以外の扶養親族に係る手当の月額

を１人につき６，５００円」とすること。 

    (3) 平成３２年４月１日から平成３３年３月３１日までの間における扶養手当の月額等

については、第２の１の(4)中「職員に対しては扶養手当（子に係る手当を除く。）

を支給しないこと」とあるのは、「職員に対して支給する子以外の扶養親族に係

る手当の月額を１人につき３，５００円」とすること。 

 




